
（
商
標
登
録
令
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

商
標
登
録
令
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
六
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
申
請
書
の
様
式
）

（
申
請
書
の
様
式
）

第
四
条

﹇
略
﹈

第
四
条

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

３

専
用
使
用
権
又
は
通
常
使
用
権
の
設
定
又
は
変

更
の
登
録
を
申
請
す
る
と
き
は
、
申
請
書
は
、
様

式
第
八
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

専
用
使
用
権
又
は
通
常
使
用
権
の
設
定
の
登
録

を
申
請
す
る
と
き
は
、
申
請
書
は
、
様
式
第
八
に

よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
許
登
録
令
施
行
規
則
の
準
用
）

（
特
許
登
録
令
施
行
規
則
の
準
用
）

第
十
七
条

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

第
十
七
条

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

３

特
許
登
録
令
施
行
規
則
第
十
条
（
第
二
項
、
第

五
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。）、
第
十
条
の
二
（
第

四
項
を
除
く
。）及
び
第
十
条
の
三
か
ら
第
十
三
条

の
六
ま
で
（
申
請
の
手
続
）
の
規
定
は
、
商
標
に

関
す
る
登
録
の
申
請
の
手
続
に
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
様
式
第
十
二
の
備
考
第

３
中
「記

載
す
る
。」

と
あ
る
の
は「

記
載
す
る
。

国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
に
つ
い
て
質
権
の
設

定
の
登
録
を
申
請
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
国

際
登
録
が
事
後
指
定
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き

は
、「
権
利
の
表
示
」
の
欄
に
事
後
指
定
が
国
際
登

録
簿
に
記
録
さ
れ
た
日
を
記
載
す
る
。」

と
、
同
規

則
第
十
条
の
二
中
「
こ
れ
ら
の
登
録
の
目
的
が
同

一
の
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
登
録
の
目

的
が
同
一
の
場
合
又
は
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ

る
場
合
」
と
、「
特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五

年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）
第
十
二
条
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
商
標
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五

年
通
商
産
業
省
令
第
十
三
号
）
第
九
条
第
一
項
」

と
、
同
規
則
第
十
条
の
四
第
一
号
ロ
中
「
特
許
法

条
約
に
基
づ
く
規
則
20

に
規
定
す
る
モ
デ
ル
国

際
様
式
」
と
あ
る
の
は
「
商
標
法
に
関
す
る
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
条
約
に
基
づ
く
規
則
で
定
め
る
モ
デ
ル

国
際
様
式
」
と
、
同
条
第
二
号
中「
専
用
実
施
権
」

と
あ
る
の
は
「
専
用
使
用
権
又
は
通
常
使
用
権
」

と
、
同
条
第
四
号
中
「
又
は
専
用
実
施
権
」
と
あ

る
の
は
「
、
専
用
使
用
権
又
は
通
常
使
用
権
」と
、

同
規
則
様
式
第
十
八
の
備
考
第
１
中「「専

用
実
施







権
者


」
」と
あ
る
の
は「「専

用
使
用
権
者
」、「
通
常













使
用
権
者





」」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

特
許
登
録
令
施
行
規
則
第
十
条
（
第
二
項
、
第

五
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。）、
第
十
条
の
二
（
第

四
項
を
除
く
。）及
び
第
十
条
の
三
か
ら
第
十
三
条

の
六
ま
で
（
申
請
の
手
続
）
の
規
定
は
、
商
標
に

関
す
る
登
録
の
申
請
の
手
続
に
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
様
式
第
十
二
の
備
考
第

１
中
「記

載
す
る
。」

と
あ
る
の
は「

記
載
す
る
。

国
際
登
録
に
基
づ
く
商
標
権
に
つ
い
て
質
権
の
設

定
の
登
録
を
申
請
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
国

際
登
録
が
事
後
指
定
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き

は
、「
権
利
の
表
示
」
の
欄
に
事
後
指
定
が
国
際
登

録
簿
に
記
録
さ
れ
た
日
を
記
載
す
る
。」

と
、
同
規

則
第
十
条
の
二
中
「
こ
れ
ら
の
登
録
の
目
的
が
同

一
の
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
登
録
の
目

的
が
同
一
の
場
合
又
は
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ

る
場
合
」
と
、「
特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五

年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）
第
十
二
条
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
商
標
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五

年
通
商
産
業
省
令
第
十
三
号
）
第
九
条
第
一
項
」

と
、
同
規
則
第
十
条
の
四
第
一
号
ロ
中
「
特
許
法

条
約
に
基
づ
く
規
則
20

に
規
定
す
る
モ
デ
ル
国

際
様
式
」
と
あ
る
の
は
「
商
標
法
に
関
す
る
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
条
約
に
基
づ
く
規
則
で
定
め
る
モ
デ
ル

国
際
様
式
」
と
、
同
条
第
二
号
中「
専
用
実
施
権
」

と
あ
る
の
は
「
専
用
使
用
権
又
は
通
常
使
用
権
」

と
、
同
条
第
四
号
中
「
又
は
専
用
実
施
権
」
と
あ

る
の
は
「
、
専
用
使
用
権
又
は
通
常
使
用
権
」と
、

同
規
則
様
式
第
十
八
の
備
考
第
１
中「「
専
用
実
施

権
者
」」と
あ
る
の
は「「
専
用
使
用
権
者
」、「
通
常

使
用
権
者
」」と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

﹇
略
﹈

４

﹇
略
﹈

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
８
「
住
所
（
居
所
）」は
、
何
県
、
何
郡
、
何
村
、
大
字
何
、
字
何
、
何
番
地
、
何
号
の
よ
う
に
詳
し
く
記
載
す

る
。

９
「
氏
名
（
名
称
）」は
、
自
然
人
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
を
記
載
す
る
。
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
を
記
載
し
、

そ
の
次
に
「
代
表
者
」
の
欄
を
設
け
て
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
。

10
日
本
に
営
業
所
を
有
す
る
外
国
法
人
で
あ
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
代
表
者
が
手
続
を
行
う
と
き
は「
氏
名（
名

称
）」の
次
に
「
日
本
に
お
け
る
営
業
所
」
の
欄
を
設
け
て
、
営
業
所
の
所
在
地
を
記
載
し
、
そ
の
次
に
「
代
表

者
」
の
欄
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

11
代
理
人
に
よ
る
と
き
で
あ
つ
て
本
人
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、「
代
表
者
」
の
欄
は
不
要
と
し
、
代
理
人

に
よ
ら
な
い
と
き
は
「
代
理
人
」
の
欄
は
設
け
る
に
は
及
ば
な
い
。

12
「（
令
和

年
月

日
）」に
は
、
な
る
べ
く
提
出
す
る
日
を
記
載
す
る
。

13
第
３
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
登
録
令
施
行
規
則
第
13条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
包
括
委
任

状
を
援
用
す
る
と
き
は
、「
添
付
書
面
の
目
録
」
の
欄
に
「
包
括
委
任
状
番
号
」
の
欄
を
設
け
て
、
包
括
委
任
状

の
番
号
を
記
載
す
る
。
ま
た
、
２
以
上
の
包
括
委
任
状
を
援
用
す
る
と
き
は
、「
添
付
書
面
の
目
録
」の
欄
に「
包

括
委
任
状
番
号
」
の
欄
を
繰
り
返
し
設
け
て
記
載
す
る
。

14
実
用
新
案
登
録
令
第
７
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
登
録
令
第
36条
の
規
定
に
よ
り
書
面
の
提
出
を
省
略
す

る
と
き
は
、「
添
付
書
面
の
目
録
」
の
欄
に
、
当
該
書
面
の
書
類
名
を
記
載
し
、
そ
の
次
に
「
援
用
の
表
示
」
の

欄
を
設
け
て
、
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
と
き
は
当
該
書
面
が
提
出
さ
れ
る
手
続
に
係
る
実
用
新
案
登
録
番

号
、
書
類
名
及
び
そ
の
提
出
日
を
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
と
き
は
当
該
書
面
が
提
出
さ
れ
た
手
続
に
係

る
実
用
新
案
登
録
番
号
、
書
類
名
及
び
そ
の
提
出
日
を
記
載
す
る
。

15
「
実
用
新
案
権
の
放
棄
書
」
に
は
、
実
用
新
案
権
者
が
記
名
し
、
印（
本
人
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

以
下
こ
の
様
式
に
お
い
て
同
じ
。）を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
実
用
新
案
登
録
令
第
７
条
に
お
い
て

準
用
す
る
特
許
登
録
令
第
29条
第
１
項
第
２
号
の
「
第
三
者
の
許
可
、
認
可
、
同
意
又
は
承
諾
を
証
明
す
る
書

面
」
に
は
、
当
該
第
三
者
が
記
名
し
、
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


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